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各項目に対する滋賀県の考え方

長浜市からの３つの項目

１ 「緊急銃猟」制度の適切かつ安全な実施に向けた体制整備

２ ハンターの育成・確保

３ 滋賀県におけるツキノワグマの「管理」体制の構築と地域におけるゾーニング管理等予防的措置の推進

１ 国の交付金を活用した体制整備（マニュアル作成、研修の実施に係る費用等)の支援、本県の実情に応じ、
迅速かつ柔軟に対応

２ 中長期的には、県で交付金を活用した基礎的な研修の開催等、国や市町と連携し、人材の育成を図る。

３ まず、計画見直しのため令和８年度に個体数調査・推定を実施。また、クマの隠れ場をなくす緩衝帯整備の
支援など、クマとの共生に向けて対応

⇒これら国や市町と連携した対策を通じて、住民の安心・安全の確保につなげる。

各項目に対する県の考え方
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ツキノワグマの生態

・体長110～130cmほど、体重は最大で100kgほどになる。
・雑食性（季節によってエサを変える）

春：山菜 夏：昆虫、木の実 秋：ドングリ
・視力はあまりよくないが、聴力、嗅覚は非常に優れている
※ヒグマに比べると小さい。
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クマの個体群について
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・ツキノワグマの個体群は
全国で18

・そのうち滋賀県には２つ
の個体群が生息している。

→白山・奥美濃地域個体群
（個体数水準４）
→北近畿東部地域個体群
（個体数水準３～４）

出典：環境省資料

白山・奥美濃

近畿北部
（北近畿東部・西部）



県内におけるツキノワグマの位置づけ

R3:164頭（中央値）

・滋賀県では滋賀県ツキノワグマ第一種特定鳥獣
保護計画（第4次計画）を策定。

令和８年度に再度推定予定

・県内の生息数を当てはめると個体数水準２に該当

・滋賀県レッドデータブック2020年版で存続基盤
が脆弱な希少種とされている。

R3:152頭（中央値）
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ツキノワグマの生息状況の把握

〇ツキノワグマのモニタリング調査

【調査の目的】
滋賀県内に分布しているツキノワグマの生息状況を
把握し、適切な管理につなげることが目的

【内容】
・樹木間に誘引餌（蜂蜜）を吊り下げ、クマを立ち上が

らせるよう配置
・月の輪模様を確認するためのカメラを樹木に設置
・撮影記録により、出没頻度や範囲を把握

⇒ モニタリング調査は毎年実施。その結果は、ツキノワグマの個体数の推定にも利用
⇒ 個体数の推定は令和８年度に実施予定。次期計画に反映
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推定生息数の他府県との比較

白山・奥美濃地域個体群
関係県の推定生息数

・富山県→約1460頭※

・石川県→約1201頭

・福井県→約 800頭

・岐阜県→約 553頭

・滋賀県→約 164頭

※ 富山県の推定生息数は北アルプス地域個体群も含まれている。

約1100頭
～6900頭

北近畿東部地域個体群
関係府県の推定生息数

・京都府→約650頭

・福井県→約240頭

・滋賀県→約152頭

約900頭
～1100頭

滋賀県ツキノワグマ第一種特定鳥獣保護計画より

関係府県と比較して、県内の推定生息数は少ない
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第一種特定鳥獣保護計画：滋賀
第二種特定鳥獣管理計画：富山、石川、福井、岐阜、京都



県内における出没状況
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【全国】
東北を中心に市街地への出没等から、
人身被害件数が、過去最多

【県内】
・出没件数は、これまで増減の範囲内で推移。近年はやや増加傾向
・人身被害状況は、平成22年度の人身被害５件が最高
・令和元年度に２件発生して以降は０件だったが、今年度は２件発生
・被害の程度はクマによる引っ掻きやかみつきによる裂傷、骨折など

Ｒ７は11月末時点

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

湖北 83 10 139 33 18 13 125 27 38 23 128 47 23 53 35 38 45 11 8 22 23 41

湖西 63 3 57 13 17 10 197 14 46 30 40 53 46 84 54 78 56 43 41 66 144 69

その他 11 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 3 7 0 5 2 5 1 3 4 11 6

県全体 157 13 197 46 35 23 322 42 86 54 168 103 76 137 94 118 106 55 52 92 178 116
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県内におけるツキノワグマ対策

○滋賀県ツキノワグマ第一種特定鳥獣保護計画（第４次計画）

【目的】
・地域個体群の安定的維持
・人身被害の回避および生活環境被害・農林業被害等の低減

【計画期間】
令和５年４月１日～令和10年３月31日
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県内におけるツキノワグマ対策

【人身被害の回避・生活環境被害等の低減】

・人の生活域においては、人の安全が最優先

・計画に基づき別途「ツキノワグマ出没対応マニュアル」を定め、人身被害回避のために、県、市町、警察、住民

等の関係者が対応

・人身または生活環境への被害があるなど緊急性が高い場合は、銃器の使用※や殺処分が可能となっている

（殺処分件数：令和６年度：３件、令和７年度：２件（令和７年11月30日時点））

・それぞれの個体群に推定生息数の８～12％の年間捕獲数上限を設けている。
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湖北個体群（164頭の12%）→20頭

湖西個体群（152頭の８%）→12頭

※ 鳥獣保護管理法第38条で制限がされており、第38条に該当する場合は実施不可



緊急銃猟制度について

【趣旨】
「緊急銃猟」とは、クマ等の危険な野生動物が人の生活圏に侵入し、人命や身体に差し迫った危険がある場合に、
市町村長の判断に基づき、銃器を用いて緊急的に捕獲・駆除を行う。

【実績】
・東北を中心令和７年12月10日時点で44件実施
・近畿では、実績はない
・近隣府県では、福井県勝山市で実施例あり

＜参考：福井県勝山市の状況＞
・国の「緊急銃猟ガイドライン」に基づき「緊急銃猟実施マニュアル」を制定
・令和７年10月29日および11月8日の2度の「緊急銃猟」を実施

【背景】
住居が集合している地域等での銃器を使用した鳥獣の捕獲等は法律で禁じられてきたところ、現実・具体的に
危険が生じ、特に急を要する状況では、このような地域でも銃器を使用した鳥獣の捕獲等が求められている。

出典：環境省資料 12



緊急銃猟等に関する滋賀県の取組

〇国に対し、緊急銃猟に係る体制整備に係る支援について要望

〇緊急銃猟実施体制構築に必要な経費の支援【令和７年11月補正等で対応】

対象：県内市町（全市町に照会、要望のあった長浜市など計５市町に支援）
内容：緊急銃猟関係

・大津市：消耗品費、備品費、雑役務費
・甲賀市：保険代、資材購入費、消耗品費
・高島市：保険代、資材購入費
・長浜市：保険代、消耗品費、備品費

補正関係
・長浜市：備品費、研修費
・米原市：備品費、消耗品費

〇県においても国交付金を活用した資機材の調達等を実施【令和７年11月補正等で対応】

内容：捕獲用ドラム缶檻の購入（更新）等
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出典：環境省資料

ヘルメット

盾

クマ撃退スプレー

ドラム缶檻



緊急銃猟等に関する滋賀県の取組

〇緊急銃猟制度に関する説明会および関係者の連携に向けた意見交換の実施
・県内各地域（湖北地域・湖西地域・湖南地域※）の市町および警察署
※湖東地域は今後実施予定

⇒市町、警察、県、猟友会等の関係者間の連絡体制の構築を依頼
（一部地域では構築済み）

⇒各市町に緊急銃猟実施マニュアルの作成を推奨（一部市町では作成済み）

〇全国の緊急銃猟に関する事例を市町に横展開

＜計画と緊急銃猟の関係＞
◎滋賀県ツキノワグマ第一種特定鳥獣保護計画（第４次）を策定しているが、 「緊急銃猟」は計画と
は別のものであり、駆除・捕殺を法律において可能としたもの。

クマ対応

県

市町

その他
（学校
など）

警察

関係機関との連携が重要
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緊急銃猟に関する各市町の動き

★米原市での緊急銃猟の実地訓練
・令和７年11月12日に緊急銃猟の実地訓練を実施

・クマを目撃した市民の通報から始まり、警察等の関係機関への連絡やドローンを活用したクマの捜索、安全な場所

への市民の誘導、緊急銃猟による駆除を実施。県内の14市町の担当者も見学

クマ（想定） ハンターおよび警察職員
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国のクマ被害対策パッケージ



滋賀県におけるクマ被害対策

短期的な対応 （★：対応済み）

★緊急銃猟制度の着実な理解促進と支援（市町、県警と連携）

・緊急銃猟制度に関する市町向けの説明会の開催等

★学校および登下校の安全確保に関する周知
・通学路の点検やクマ出没時の安全対策等に係る周知（教育委員会と連携）

★クマ出没情報の集約と発信、注意喚起

○県庁、市町関係者等向け研修会の実施【R7.11月補正】
・クマ出没時の対応やクマの捕獲に関する基礎を学ぶ研修を実施

○捕獲等に関する機材の調達【R7.11月補正等】

中長期的な対応 （★：対応済み）

★緊急銃猟制度の着実な理解促進と支援（市町等と連携）（再掲）

・緊急銃猟制度に関する市町向けの説明会の開催等

○個体数調査・推定の実施
・計画の見直しに向けて、クマの生息数を把握（令和８年度実施）

○計画の見直しの前倒しも含めた検討
・計画（計画期間：～Ｒ10.３）の課題の整理等に着手

○クマの生息環境の整備
・豊かな森林づくりの推進等

○国や市町と連携した、
専門知識を有する人材
の育成

出典：環境省資料
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⇒国の対策パッケージも活用し、緊急銃猟の実施に向けた体制整備やハンターの育成・確保に向
けた市町への支援を実施

⇒また、次年度に関係府県と連携し、クマの個体数調査・推定を実施。その結果をもとに専門家
の助言を得ながら、今後、クマの管理の方向性を検討


